
　令和７年度（繰越）奄美野生生物保護センター展示改修に係る基本計画策定業務に関する提案書の評価基準表 （別添５）

大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点

0 仕様書の遵守
仕様書に規定する業務の目的や作業事
項に反し、又は矛盾する提案がないこと。

必須 5       5       -       
提案書が全体として仕様書を遵守しており、
業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾す
る内容がないこと。

－

1　業務の基本方針
仕様書を踏まえ、業務の実施に当たって
の基本方針を記述すること。

必須 25     10     15     
業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方
針であること。

基本方針に創造性、確実性があるか。

2　業務の実施方法 － －

当該地及び周辺の状況を踏まえ、展示コ
ンテンツの情報収集及びヒアリングを効
果的・効率的に行うための方策について
具体的に提案すること。

必須 20     5       15     
提案された内容が具体的で適切なものであ
ること。

提案された内容が業務目的を達成する上
で効果的であり、創造性があるか。

展示計画の策定を行うために注意すべき
事項や、展示計画策定のための方針に
ついて具体的に提案すること。

必須 20     5       15     
提案された内容が具体的で適切なものであ
ること。

提案された内容が業務目的を達成する上
で効果的であり、創造性があるか。

本業務目的を達成するために必要と考え
られる追加的業務の提案があれば、具体
的に記述すること。

任意 15     -       15     －
提案に係る追加的業務が具体的であり、
業務目的を達成する上で必要かつ効果的
なものであるか。

仕様書及び追加的業務（提案がある場
合）に係る作業事項を作業進行予定表に
まとめること。

必須 20     5       15     
実施可能で妥当な作業進行予定表であるこ
と。

作業進行予定表が効率的で確実性がある
か。

基礎点
の採点

加点の
採点

2.1　仕様書4(1)②の
業務内容

2.2　仕様書4(1)③の
業務内容

技術上の基準評価項目
要求要件

得点配分

2.3　追加的業務の提
案

評価
区分

3　業務の実施計画



4　業務の実施体制 － －

必須 25     10     15     

適切な役割分担等により実施体制が構築さ
れていること。
外部の協力者（又は再委託者）に業務の一
部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提
案者が実施すること、協力者等の役割分担
が明確で、適切であること。

効果的、効率的な人員配置、内・外部の協
力体制等が構築されているか。

任意 5       -       5       －
業務に必要な外部ネットワークや内部バッ
クアップ体制等が存在するか。

任意 25     -       25     －

従事者に過去10年以内の類似業務（自然
公園（国立公園・国定公園・都道府県立自
然公園）内の博物展示施設における延面
積300㎡以上の展示設計業務、又は博物
館等における延面積300㎡以上の展示設
計業務（自然をテーマとしたものに限る））
の実績があるか。ある場合を可（5点）とし、
それ以上の件数や概要、従事者の能力等
に応じて加点する。

必須 5       5       -       
本業務に従事する主たる担当者が本業務
に従事する十分な時間があると認められる
こと。

－

過去10年間に以下の①②の実績（令和８
年度内（令和９年３月３１日）の履行中業
務を含む）を有すること。
①環境省が発注する博物展示施設等に
おいて、国立公園または世界自然遺産地
域に関するICT技術を活用した多言語解
説およびユニバーサルデザインに対応し
た展示設計の実績を有すること。（新築・
改修問わない。）
②国立公園内または世界自然遺産地域
における多言語対応を含めた展示または
標識設計の実績を有すること。

任意 15     -       15     －

過去10年間（平成29年度から令和８年度
末）に以下の①②の実績（令和８年度内
（令和９年３月３１日）の履行中業務を含
む）を有するか。
①環境省が発注する博物展示施設等にお
いて、国立公園または世界自然遺産地域
に関するICT技術を活用した多言語解説お
よびユニバーサルデザインに対応した展示
設計の実績を有すること。（新築・改修問わ
ない。）
②国立公園内または世界自然遺産地域に
おける多言語対応を含めた展示または標
識設計の実績を有すること。
どちらかを有する場合を可（3点）とし、それ
以上の件数や業務概要に応じて加点す
る。

4.1　執行体制、役割
分担等

4.2　従事者の実績、
能力、資格等

5　組織の実績

業務の実施体制について、責任者の氏
名・役職、従事者の役割分担、従事者
数、内・外部の協力体制等を表にまとめ
ること。

業務に従事する者の過去10年以内の類
似業務（自然公園（国立公園・国定公園・
都道府県立自然公園）内の博物展示施
設における延面積300㎡以上の展示設計
業務、又は博物館等における延面積300
㎡以上の展示設計業務（自然をテーマと
したものに限る））の実績、本業務に関係
する能力の資料、資格等を明示すること。

また、本業務に従事する主たる担当者の
業務従事期間中における本業務以外の
手持ち業務の状況を記載すること。なお、
1件当たり500万円以上を記載対象とす
る。



事業者の経営における事業所（以下「本
社等」という。）において、ＩＳＯ１４００１、エ
コアクション２１、エコステージ、エコ・
ファースト制度、地方公共団体による認証
制度等の第三者による環境マネジメント
システム認証取得等の有無を記載し、有
の場合は認証の名称を記載するととも
に、証明書等の写しを添付すること。ただ
し、提案書提出時点において認証期間中
であること。又は、現在は認証期間中でな
いが過去に第三者による環境マネジメン
トシステム認証等を受けたことがあり、現
在は本社等において自社等による環境マ
ネジメントシステムを設置、運営等してい
る場合は、過去の認証及び現在の環境マ
ネジメントシステムの名称を記載するとと
もに、 過去の認証の証明書等及び現在
の環境マネジメントシステム設置、運営等
に係る規則等の写しを添付すること。

任意 5       -       5       －

本社等において、環境マネジメントシステ
ム認証取得等があるか。又は過去に第三
者による環境マネジメントシステム認証等
を受けたことがあり、現在は本社等におい
て自社等による環境マネジメントシステム
を設置、運営等しているか。1つでもあれば
加点（5点）。

6 組織の環境マネジメントシステ
ム認証取得等の状況

7 組織のワーク･ライフ･バランス
等の推進に関する認定等取得
状況

女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（以下「女性活躍推進法」とい
う。）、次世代育成支援対策推進法（以下
「次世代法」という。）、青少年の雇用の促
進等に関する法律（以下「若者雇用推進
法」という。）に基づく認定等（プラチナえる
ぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくる
みん認定、くるみん認定、トライくるみん認
定、ユースエール認定等）の有無を記載
し、有の場合は認定等の名称を記載する
とともに、認定通知書等の写し（内閣府男
女共同参画局長の認定等相当確認を受
けている外国法人については、その確認
通知書の写し）を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等
の期間中であること。

任意        5 -              5 －

女性活躍推進法に基づく認定等（プラチナ
えるぼし・えるぼし認定等）
・プラチナえるぼし（※1）　5点
・えるぼし3段階目（※2）　4点
・えるぼし2段階目（※2）　3点
・えるぼし1段階目（※2）　2点
・行動計画（※3）　　　　　 1点
※1　女性活躍推進法（令和2年6月1日施
行）第12条に基づく認定
※2　女性活躍推進法第９条に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は
満たすことが必要。
※3　常時雇用する労働者の数が100人以
下の事業主に限る（計画期間が満了してい
ない行動計画を策定している場合のみ）。

次世代法に基づく認定（プラチナくるみん認
定・くるみん認定・トライくるみん認定）
・プラチナくるみん認定　　　　　4点
・くるみん認定（新基準※4）　　3点
・くるみん認定（旧基準※5）　　2点
・トライくるみん認定　　　　　　　2点
※4　新くるみん認定（改正後認定基準（令
和４年４月１日施行）により認定）
※5　旧くるみん認定（改正前認定基準又
は改正省令附則第2条第5項の経過措置に
より認定）

若者雇用推進法に基づく認定（ユースエー
ル認定）　　　　　　　　　　　　 4点

※複数の認定等に該当する場合は、最も
得点が高い区分により加点を行うものとす
る。



7 組織のワーク･ライフ･バランス
等の推進に関する認定等取得
状況

女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（以下「女性活躍推進法」とい
う。）、次世代育成支援対策推進法（以下
「次世代法」という。）、青少年の雇用の促
進等に関する法律（以下「若者雇用推進
法」という。）に基づく認定等（プラチナえる
ぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくる
みん認定、くるみん認定、トライくるみん認
定、ユースエール認定等）の有無を記載
し、有の場合は認定等の名称を記載する
とともに、認定通知書等の写し（内閣府男
女共同参画局長の認定等相当確認を受
けている外国法人については、その確認
通知書の写し）を添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等
の期間中であること。

任意        5 -              5 －

女性活躍推進法に基づく認定等（プラチナ
えるぼし・えるぼし認定等）
・プラチナえるぼし（※1）　5点
・えるぼし3段階目（※2）　4点
・えるぼし2段階目（※2）　3点
・えるぼし1段階目（※2）　2点
・行動計画（※3）　　　　　 1点
※1　女性活躍推進法（令和2年6月1日施
行）第12条に基づく認定
※2　女性活躍推進法第９条に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は
満たすことが必要。
※3　常時雇用する労働者の数が100人以
下の事業主に限る（計画期間が満了してい
ない行動計画を策定している場合のみ）。

次世代法に基づく認定（プラチナくるみん認
定・くるみん認定・トライくるみん認定）
・プラチナくるみん認定　　　　　4点
・くるみん認定（新基準※4）　　3点
・くるみん認定（旧基準※5）　　2点
・トライくるみん認定　　　　　　　2点
※4　新くるみん認定（改正後認定基準（令
和４年４月１日施行）により認定）
※5　旧くるみん認定（改正前認定基準又
は改正省令附則第2条第5項の経過措置に
より認定）

若者雇用推進法に基づく認定（ユースエー
ル認定）　　　　　　　　　　　　 4点

※複数の認定等に該当する場合は、最も
得点が高い区分により加点を行うものとす
る。



8　企業等の賃上げの実施 － －

賃上げの実施を表明した企業等について

・大企業は、事業年度（又は暦年）におい
て、対前年度比（又は対前年比）で給与
等受給者一人当たりの平均受給額を３％
以上増加させる旨の、従業員への賃金引
上げ計画の表明書（表明する意思がある
者のみ提出すること）の写しを添付するこ
と。

・中小企業等は、事業年度（又は暦年）に
おいて、対前年度比（対前年比）で給与総
額を１．５％以上増加させる旨の、従業員
への賃金引上げ計画の表明書（表明する
意思がある者のみ提出すること）の写し
及び前年度の法人税申告書別表１を添
付すること。

任意 10     -       10     －

表明書（様式は任意で可。ただし、従業員
が代表者から賃上げの表明を受けたことを
証明するための押印等があること。）の写
しの提出が確認出来れば加点（10点）。

技術点
   小計

200    45     155    加点合計

基礎点 45

価格点 100    価格点

   総計 総合評価点

基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。

加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀；5点、優；4点、良；3点、順良；2点、可；1点、不可；0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。

基礎点がある項目に係る加点部分の「不可；0点」とは、基礎点の基準は満たす（基礎点は得点）が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。

　事業年度（又は暦
年）における賃上げ


